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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筆記体を軸筒内に収容し、前記軸筒に設けた操作体を操作して前記筆記体を前後方向に
移動させ、前記筆記体のペン先を筆記具の先端から出没可能に構成した筆記具であって、
　少なくとも一の前記操作体と、前記軸筒の側壁に設けた前後方向に延びるスライド孔と
、前記スライド孔に配設した前記操作体を前方へスライド操作することで、前記筆記体の
ペン先を没入状態から突出状態にする出没機構とを備え、
　前記軸筒が互いに連結可能な複数の部品からなり、前記軸筒を構成する二つの前記部品
の各側壁に、前方又は後方が開放され且つ前後方向に延びる第１又は第２の長孔をそれぞ
れ設け、二つの前記部品を連結したときに、前記第１及び第２の長孔が、互いに連通して
前記スライド孔を形成し、
　前記出没機構として、円周方向に沿って交互に配置された前後方向に延びる複数のカム
歯及びカム溝と、前記筆記体の後方に回転可能に配置され、前記カム歯又は前記カム溝に
交互に係合可能な複数の突条を有する回転部材と、前記操作体に設けられ、前記回転部材
を回動させる複数の他のカム歯と、前記筆記体を後方に付勢する弾発体と、を前記軸筒内
に備え、
　前記軸筒を構成する二つの前記部品のうち、前記筆記具の前側に位置する部品には、そ
の側壁に前記第１の長孔を設けるとともに、前記側壁の内面に前記カム歯及び前記カム溝
を設け、前記第１の長孔が、前記カム歯及び前記カム溝よりも後方に延びて、前記側壁の
後端で開放されることを特徴とする筆記具。
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【請求項２】
　前記軸筒を構成する二つの前記部品の各側壁を、互いに径方向に重なるように連結し、
前記第１及び第２の長孔が、互いに径方向に重なった状態で連通して前記スライド孔を形
成する請求項１記載の筆記具。
【請求項３】
　前記軸筒を構成する二つの前記部品のうち、前記筆記具の前側に位置する一の部品には
、その側壁の後端で開放する前記第１の長孔を設けるとともに、前記筆記具の後側に位置
する他の部品には、その側壁の前端で開放する前記第２の長孔を設け、
　前記他の部品の側壁を、前記一の部品の側壁の後端外面に嵌合させたときに、前記第１
及び第２の長孔が、互いに径方向に重なった状態で連通して前記スライド孔を形成する請
求項１又は２記載の筆記具。
【請求項４】
　前記操作体がクリップ体である請求項１乃至３の何れか１項に記載の筆記具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筆記具に関する。詳細には、前記筆記体を軸筒内に前後方向に移動可能に収
容し、前記筆記体のペン先を軸筒の前端孔から出没可能に構成した筆記具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、軸筒内に筆記体を前後方向に移動可能に収容し、軸筒の外面に操作部
を設け、前記操作部を操作することにより前記筆記体のペン先を軸筒の前端孔から出没可
能に構成し、前記筆記体の内部に熱変色性インキを収容し、前記筆記体の前端に前記熱変
色性インキが吐出可能なペン先を設け、前記軸筒の外面に、前記熱変色性インキの筆跡を
摩擦しその際に生じる摩擦熱で該筆跡を熱変色可能な摩擦部を設けた熱変色性筆記具が開
示されている。
【０００３】
　前記特許文献１は、軸筒後端の操作部を前方に押圧するタイプにおいて操作部に摩擦部
を設けた場合、該摩擦部を用いて摩擦操作すると、被筆記面によって操作部が前方に移動
し、安定した摩擦操作を行うことができないおそれがある。特に、ペン先突出操作及びペ
ン先没入操作のいずれもが操作部を前方に押圧操作するタイプの出没機構（いわゆるダブ
ルノック式）を採用し且つ操作部に摩擦部を設けた場合、ペン先突出状態において操作体
が前後方向にがたつき、安定した摩擦操作を行うことができないおそれがある。
【０００４】
　また、特許文献１の図１２には、筒状の操作部を前後方向に移動可能に設け、前記筒状
の操作部の外面にポケット等に挟持可能なクリップを突設し、前記筒状の操作部の後端外
面に摩擦部を設けた構成が開示されている。しかし、この構成の熱変色性筆記具は、ペン
先の出没操作時に摩擦部を押圧するため、摩擦部が手垢等で汚れるおそれがある。そして
、前記摩擦部が汚れた状態で熱変色性インキの筆跡を摩擦した場合、筆跡を有する被筆記
面（例えば紙面）が汚れるおそれがある。
【０００５】
　また、特許文献１の図１５には、操作部を軸筒側壁より径方向外方に突出させ、前記操
作部を後方付勢に抗して前方に押圧操作することにより、ペン先没入状態からペン先突出
状態にする構成（いわゆる多芯タイプのサイドスライド式）の出没機構を備え、軸筒の後
端外面に摩擦部を設けた構成が開示されている。しかし、この構成の熱変色性筆記具は、
ペン先突出状態からペン先没入状態にする際（ペン先突出状態を解除する際）、他の筆記
体に取り付けられた操作体を操作しなければならない。そのため、複数の操作体（即ち複
数の突出部分）を設ける必要があり、外観デザイン上の自由度が減少する。さらには、ポ
ケット等に挟持可能なクリップを軸筒に設ける場合、より一層、突出部分が増え、外観デ
ザイン上の自由度が減少する。



(3) JP 5698927 B2 2015.4.8

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第２００８／１０５２２７号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は前記従来の問題点を解決するものであって、摩擦部を用いて安定した摩擦操作
が可能となり、さらに、摩擦部が手垢等で汚れることを回避でき、しかも、外観デザイン
上の自由度が増加する筆記具を提供しようとするものである。尚、本発明で、「前」とは
、ペン先側を指し、「後」とは、その反対側を指す。尚、本発明で、「ペン先没入状態」
とは、ペン先が軸筒内に没入した状態をいい、「ペン先突出状態」とは、ペン先が軸筒の
前端より外部に突出した状態をいう。
【０００８】
　上記に加え、本発明は、以下の作用効果を奏する筆記具の提供を目的とする。
（１）クリップ体をスライド孔に容易に挿入できる。
（２）軸筒全体が不必要に長くなることを回避できる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　＜１＞本願の第１の発明は、筆記体９を軸筒２内に収容し、前記軸筒２に設けた操作体
を操作して前記筆記体９を前後方向に移動させ、前記筆記体９のペン先９１を筆記具１の
先端から出没可能に構成した筆記具１であって、少なくとも一の前記操作体としてのクリ
ップ体７と、前記軸筒２の側壁に設けた前後方向に延びるスライド孔２１と、前記スライ
ド孔２１に配設した前記クリップ体７を前方へスライド操作することで、前記筆記体９の
ペン先９１を没入状態から突出状態にする出没機構とを備え、前記軸筒２が互いに連結可
能な複数の部品からなり、前記軸筒２を構成する二つの前記部品の各側壁に、前方又は後
方が開放され且つ前後方向に延びる第１又は第２の長孔４４、５１をそれぞれ設け、二つ
の前記部品を連結したときに、前記第１及び第２の長孔４４、５１が、互いに連通して前
記スライド孔２１を形成することを要件とする。
＜２＞本願の第２の発明は、前記第１の発明の筆記具１において、前記軸筒２を構成する
二つの前記部品の各側壁を、互いに径方向に重なるように連結し、前記第１及び第２の長
孔４４、５１が、互いに径方向に重なった状態で連通して前記スライド孔２１を形成する
ことを要件とする。
＜３＞本願の第３の発明は、前記軸筒２の後端を含む部分が前記部品としての後軸５から
なり、前記後軸５に連結される他の前記部品と、前記後軸５とを連結したときに、前記第
１及び第２の長孔４４、５１が、互いに連通して前記スライド孔２１を形成することを要
件とする。
【００１０】
　前記第１～３の発明の筆記具１は、前方又は後方に開放された第１の長孔４４と第２の
長孔５１とでスライド孔２１を形成したことによって、クリップ体７をスライド孔２１に
容易に挿入することができる。また、第１及び第２の長孔４４、５１を、互いに径方向に
重なった状態で連通させたことにより、軸筒２全体が不必要に長くなることを回避できる
。すなわち、第１及び第２の長孔４４、５１の重複部分はスライド孔２１の全長に影響を
与えないのである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の筆記具は、外観デザイン上の自由度が増加し、スマートな外観を得ることがで
きる。これに加え、本発明の筆記具は、クリップ体をスライド孔に容易に挿入できるとと
もに、軸筒全体が不必要に長くなることを回避できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
【図１】本発明の実施の形態のペン先没入状態を示す側面図である。
【図２】図１の正面図である。
【図３】図１のペン先突出状態を示す側面図である。
【図４】図１の縦断面図である。
【図５】図１の前軸の拡大縦断面図である。
【図６】図１の中間軸の拡大縦断面図及び回転部材の拡大側面図である。
【図７】図１の後軸の拡大縦断面図及び摩擦部の拡大側面図である。
【図８】図１のクリップ体の拡大側面図である。
【図９】本発明のクリップ体の他の実施の形態を示す拡大縦断面図である。
【図１０】熱変色性インキの変色挙動を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１及び図９に本発明の実施の形態を示す。本実施の形態の熱変色性筆記具１は、軸筒
２と、該軸筒２内に収容される筆記体９と、該筆記体９のペン先を軸筒２の前端孔３１よ
り出没自在にさせる出没機構とを備える。
【００１４】
・筆記体
　前記筆記体９は、ペン先９１と、該ペン先９１が前端開口部に圧入固着されたインキ収
容管と、該インキ収容管内に充填される熱変色性インキと、該熱変色性インキの後端に充
填され且つ該熱変色性インキの消費に伴い前進する追従体（例えば高粘度流体）とからな
る。
【００１５】
　前記ペン先９１は、例えば、前端に回転可能にボールを抱持した金属製のボールペンチ
ップのみからなる構成、または前記ボールペンチップの後部外面を保持した合成樹脂製の
ペン先ホルダーからなる構成のいずれであってもよい。また、前記インキ収容管の後端開
口部に、インキ収容管と外部とが通気可能な通気孔を備えた尾栓が取り付けられる。
【００１６】
・軸筒
　前記軸筒２は、先細円筒状の前軸３と、該前軸３の後端部に連結される円筒状の中間軸
４と、該中間軸４の後端部に連結される円筒状の後軸５とからなる。
【００１７】
　図５に前軸３を示す。前記前軸３は、合成樹脂の成形体からなる先細円筒状の本体３ａ
と、該本体３ａ外面に設けられる弾性材料からなる把持部３ｂとからなる。前記把持部３
ｂは、２色成形または装着により設けられる。前記前軸３の後端部は縮径され、その外面
にはオネジ部３２が形成される。前記前軸３の前端には、前端孔３１が前後方向に貫設さ
れる。
【００１８】
　図６に中間軸４を示す。前記中間軸４は、円筒状の合成樹脂の成形体からなる。前記中
間軸４の前端部内面には、メネジ部４６が形成される。前記メネジ部４６に前記前軸３の
オネジ部３２が螺合可能である。前記中間軸４の後端部には、縮径部４３が一体に形成さ
れる。前記縮径部４３には、前端が閉鎖され且つ後端が開放された、前後方向に延びる第
１の長孔４４が形成される。さらに、前記縮径部４３の外面には外向突起４５が一体に形
成される。また、前記中間軸４の第１の長孔４４よりも前方の内面には、カム部４１が一
体に形成される。また、前記中間軸４の外面には、係止突起４７が一体に形成される。ペ
ン先没入状態において、前記係止突起４７とクリップ体７の玉部７１ａとの間でポケット
等が挟持可能である。また、前記カム部４１の後方且つ第１の長孔４４の前方（即ちカム
部４１と第１の長孔４４との間）の中間軸４の内面には、段部４２が一体に形成される。
【００１９】
　図７に後軸５を示す。前記後軸５は、円筒状の合成樹脂の成形体からなる。前記後軸５
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の前端部側壁には、前端が開放され且つ後端が閉鎖された、前後方向に延びる第２の長孔
５１が形成される。また、前記後軸５の後端には、取付孔５２が前後方向に貫設される。
前記取付孔５２に弾性材料からなる摩擦部１０が圧入嵌合される。また、前記後軸５の内
面には、内向突起５３が一体に形成される。
【００２０】
　図８にクリップ体７を示す。前記クリップ体７は、前後方向に延びるクリップ本体７１
と、該クリップ本体７１の後部に一体に連設される基部７２と、該基部７２と一体に連設
され且つ基部７２より前方に延びる筒状部７３とからなる。前記クリップ体７は、合成樹
脂の成形体により得られる。前記クリップ本体７１は、裏面に玉部７１ａが突設される。
前記筒状部７３の前端には、カム歯７３ａが一体に形成される。
【００２１】
・クリップ体の組立
　前記クリップ体７の組立について説明する。前記中間軸４の第１の長孔４４の後端開放
部より、該第１の長孔４４にクリップ体７の基部７２を挿入するとともに、クリップ体７
の筒状部７３を中間軸４内に挿入する。その後、中間軸４の第１の長孔４４と後軸５の第
２の長孔５１とを径方向に連通させるように（径方向に重なるように）、前記後軸５の内
面を前記中間軸４の縮径部４３の外面に嵌合させるとともに、クリップ体７の基部７２を
、第２の長孔５１の前端開放部より、該第２の長孔５１に挿入する。それにより、前記第
１の長孔４４と第２の長孔５１とにより、前後方向に延びるスライド孔２１が形成される
とともに、前記スライド孔２１より径方向外方にクリップ体７（クリップ本体７１及び基
部７２の一部）が突出され、前記クリップ体７がスライド孔に沿って前後方向にスライド
可能（前後方向に摺動可能）に構成される。尚、このとき、前記中間軸４の縮径部４３外
面の外向突起４５と後軸５の内面の内向突起５３が係合される。
【００２２】
　前記摩擦部１０が固定された後軸５を中間軸４の後端部に連結することによって、前記
摩擦部１０が軸筒２の後端に固定される。また、前軸３と中間軸４とが螺合により着脱自
在に連結され、それにより、筆記体９を交換可能にできる。
【００２３】
・出没機構
　前記出没機構は、回転カム機構を用いたサイドスライド式出没機構である。前記出没機
構は、中間軸４内面に形成されたカム部４１に係合し且つ筆記体９の後端に当接する回転
部材６と、該回転部材６に係合し且つスライド孔より径方向外方に突出するクリップ体７
と、軸筒２内に収容され且つ筆記体９を後方に付勢する弾発体８（例えば圧縮コイルスプ
リング）とからなる。本実施の形態の出没機構は、ペン先突出操作及びペン先没入操作の
いずれもがクリップ体７を前方にスライド操作するダブルノック式である。
【００２４】
　前記カム部４１は、前方に突出する鋸歯状の複数のカム歯４１ａと、該カム歯４１ａ間
に形成されるカム溝４１ｂとを備える。前記回転部材６は、その外面に長手方向に延びる
４本の突条６１を備え、該突条６１が、カム部４１のカム歯４１ａ及びカム部４１のカム
溝４１ｂと係合される。前記クリップ体７の筒状部７３の前端には、回転部材６の突条６
１の後端と係合するカム歯７３ａが形成される。
【００２５】
・ペン先の出没
　ペン先没入状態からクリップ体７を前方に、弾発体８による後方付勢に抗してスライド
操作すると、クリップ体７の筒状部７３によって回転部材６が前方に押圧され、前記回転
部材６の突条６１がカム溝４１ｂに沿って前方に移動するに伴って、前記回転部材６が筆
記体９の後端を前方に押圧し、ペン先９１が前端孔３１より外部に突出される。このとき
、前記筒状部７３のカム歯７３ａと前記回転部材６の突条６１との当接によって回転部材
６がカム部４１に対して一定角度だけ回転する。それにより、前記回転部材６の突条６１
がカム部４１のカム歯４１ａに係合され、ペン先突出状態が維持される。
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【００２６】
　ペン先突出状態からクリップ体７を前方にスライド操作すると、クリップ体７の筒状部
７３が回転部材６を前方に押圧し、前記筒状部７３のカム歯７３ａと前記回転部材６の突
条６１との当接によって回転部材６がカム部４１に対して一定角度だけ回転する。それに
よって、前記突条６１とカム部４１のカム歯４１ａとの係合状態が解除され、弾発体８に
よる後方付勢により、前記突条６１がカム部４１のカム溝４１ｂに沿って後方に移動する
。前記回転部材６が後方に移動することに伴って、筆記体９が後方に移動し、ペン先没入
状態となる。前記突条６１はカム部４１の後方の段部４２に係止し、ペン先没入状態が維
持される。
【００２７】
・クリップ体の他の例
　図９にクリップ体７の他の実施の形態を示す。本実施の形態の図８のクリップ体７と異
なる点は、カム歯７４ａを有する円筒体７４をクリップ体７の筒状部７３に取り付けた点
であり、他の構成及び作用効果は図１乃至図８の実施の形態と同様であるため、説明を省
略する。
【００２８】
・摩擦部
　本実施の形態において、前記摩擦部１０を構成する弾性材料は、弾性を有する合成樹脂
（ゴム、エラストマー）が好ましく、例えば、シリコーン樹脂、ＳＢＳ樹脂（スチレン－
ブタジエン－スチレン共重合体）、ＳＥＢＳ樹脂（スチレン－エチレン－ブタジエン－ス
チレン共重合体）、フッ素系樹脂、クロロプレン樹脂、ニトリル樹脂、ポリエステル系樹
脂、エチレンプロピレンジエンゴム（ＥＰＤＭ）等が挙げられる。前記摩擦部１０を構成
する弾性を有する合成樹脂は、高摩耗性の弾性材料（例えば、消しゴム等）からなるもの
よりも、摩擦時に摩耗カス（消しカス）が殆ど生じない低摩耗性の弾性材料からなること
が好ましい。また、前記摩擦部１０は、軸筒２の後端部外面に少なくとも設ければよく、
例えば、軸筒２の後端部に弾性材料よりなる摩擦部１０を圧入、係合、螺合、嵌合、接着
、２色成形等によって固着する構成、または軸筒２の全体もしくは後軸５の全体が弾性材
料
により一体に形成される構成が挙げられる。
【００２９】
・熱変色性インキ
　本実施の形態において、前記熱変色性インキは、可逆熱変色性インキが好ましい。前記
可逆熱変色性インキは、発色状態から加熱により消色する加熱消色型、発色状態または消
色状態を互変的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型、または、消色状態から加熱
により発色し、発色状態からの冷却により消色状態に復する加熱発色型等、種々のタイプ
を単独または併用して構成することができる。
【００３０】
　また、前記可逆熱変色性インキに含有される色材は、従来より公知の（イ）電子供与性
呈色性有機化合物、（ロ）電子受容性化合物、及び（ハ）前記両者の呈色反応の生起温度
を決める反応媒体、の必須三成分を少なくとも含む可逆熱変色性組成物をマイクロカプセ
ル中に内包させた可逆熱変色性顔料が好適に用いられる。
【００３１】
　本実施の形態では、図１０に示すように、温度変化による着色濃度の変化をプロットし
た曲線の形状が、温度を変色温度域より低温側から上昇させていく場合と逆に変色温度域
より高温側から下降させていく場合とで異なる経路を辿って変色し、完全発色温度（ｔ１
）以下の低温域での発色状態、または完全消色温度（ｔ４）以上の高温域での消色状態が
、特定温度域〔ｔ２～ｔ３の間の温度域（実質的二相保持温度域）〕で記憶保持できる色
彩記憶保持型熱変色性インキが適用されることが好ましい。図１０において、ΔＨは、ヒ
ステリシスの程度を示す温度幅（即ちヒステリシス幅）を示す。ΔＨの値が小さいと、変
色前後の両状態のうち一方の状態しか存在しえない。ΔＨの値が大きいと、変色前後の各
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状態の保持が容易となる。
【００３２】
　本実施の形態では、前記熱変色性インキの摩擦部１０の摩擦熱による変色温度は、２５
℃～９５℃（好ましくは３６℃～９５℃）に設定される。即ち、本実施の形態では、前記
高温側変色点〔完全消色温度（ｔ４）〕を、２５℃～９５℃（好ましくは、３６℃～９０
℃）の範囲に設定し、前記低温側変色点〔完全発色温度（ｔ１）〕を、－３０℃～＋２０
℃（好ましくは、－３０℃～＋１０℃）の範囲に設定することが有効である。それにより
、常態（日常の生活温度域）で呈する色彩の保持を有効に機能させることができるととも
に、可逆熱変色性インキによる筆跡を摩擦部１０による摩擦熱で容易に変色することがで
きる。
【００３３】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、少なくとも摩擦操作時に、前記摩擦部１０を軸筒
２の後端に固定したことにより、摩擦操作時、摩擦部１０の後方への移動が阻止されるた
め、摩擦部１０を用いて安定した摩擦操作が可能となる。また、本実施の形態の熱変色性
筆記具１は、ペン先９１を出没する際、クリップ体７を操作し、摩擦部１０を操作しない
ため、摩擦部１０が手垢等で汚れることを回避できる。また、本実施の形態の熱変色性筆
記具１は、軸筒２外面にクリップを設けたにもかかわらず、従来の多芯式の熱変色性筆記
具に比べ、突出部分が少なく、外観デザイン上の自由度が増加し、スマートな外観を得る
ことができる。
【００３４】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、出没機構が、回転カム機構を用いたサイドスライ
ド式出没機構であり、ペン先突出操作及びペン先没入操作の何れもがクリップ体７を前方
にスライド操作するタイプ（いわゆるダブルノック式の出没機構）であるため、操作方法
が簡単であり、ユーザーが操作方法を容易に習得できる。
【００３５】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、後方に開放された第１の長孔４４と前方に開放さ
れた第２の長孔５１とによりスライド孔２１を形成したことによって、クリップ体７をス
ライド孔２１に容易に挿入することができる。
【００３６】
　本実施の形態の熱変色性筆記具１は、ペン先突出状態を解除しペン先没入状態にする際
、弾発体８の後方付勢による筆記体９及びクリップ体７が後方移動し、クリップ体７と弾
性材料よりなる摩擦部１０とが当接する。それにより、その際に筆記体９に加わる衝撃が
緩和される。その結果、筆記体９内のインキの逆流等やペン先９１からの空気の混入を防
止できる。
【符号の説明】
【００３７】
　１　熱変色性筆記具（筆記具）
　２　軸筒
　２１　スライド孔
　３　前軸
　３１　前端孔
　３２　オネジ部
　３ａ　本体
　３ｂ　把持部
　４　中間軸
　４１　カム部
　４１ａ　カム歯
　４１ｂ　カム溝
　４２　段部
　４３　縮径部
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　４４　第１の長孔
　４５　外向突起
　４６　メネジ部
　４７　係止突起
　５　後軸
　５１　第２の長孔
　５２　取付孔
　５３　内向突起
　６　回転部材
　６１　突条
　７　クリップ体（操作体）
　７１　クリップ本体
　７１ａ　玉部
　７２　基部
　７３　筒状部
　７３ａ　カム歯
　７４　円筒体
　７４ａ　カム歯
　８　弾発体
　９　筆記体
　９１　ペン先
　１０　摩擦部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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